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国民健康保険税の計算のしかた

“ 旧優生保護法による
　　　　優生手術などを受けた方へ ”
　平成31年4月24日に、議員立法により「旧優生保護法
一時金支給法」が成立し、公布・施行されました。優生手
術などを受けた方に一時金を支給いたします。
■一時金の対象となる方
　以下の①または②に該当する方で、現在、生存されてい
る方が対象となります。

　　①昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間
に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方（母
体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます）

　　②①のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または
放射線の照射を受けた方

　　　（母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想
に基づくものでないことが明らかな手術などを受け
た方を除きます）

■請求期限
　平成31年4月24日から5年以内です。
■一時金の金額
　　320万円（一律）

“ 若狭町国民健康保険税の税率が変わります。 ”
　若狭町国民健康保険は、平成３０年度より広域化されて福井県と共に運営しています。その全県的な取り組みとして、市
町の賦課方式を将来福井県内で統一していこうという方針が定まり、まず資産割の割合を減らしていくことになりました。
　そこで、若狭町でもこの方針にあわせて国保税の税率を見直しました。国民健康保険加入者の医療費等を今までどおり
支払えるようにするため、これまでの国保税の総額に近い額を確保できるよう資産割の割合を減らし、所得割、均等割、
平等割の割合を増やしました。今後も、随時見直しを行っていく予定です。

　右図のとおり３つの内容から構成され、ひとつの保険税として課税されます。
　国民健康保険では、加入者一人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯単位
となり、世帯主が納税義務者になります。
(世帯主本人が会社の健康保険に加入しているなど国民健康保険加入者でない場合で
も、世帯主が納税義務者(擬制世帯主)となります。)

ただし、世帯主と国保加入者の中で一人でも所得税（住民税）申告が未申告ですと軽減が適用となりません。
また、高額療養費の自己負担限度額の負担区分も高くなる場合があります。
収入（所得）のない人や遺族年金・障害年金などの非課税収入があった人も住民税申告が必要です。

軽減制度
　世帯の所得に応じて軽減制度があり、所得が一定基準以下の軽減世帯に該当すると均等割額と平等割額が軽減（７割、
５割、２割）されます。

１年間の税額は次の1から4の合計によって算出されます。
　1．所得割・・・被保険者の所得に応じて計算
　2．資産割・・・被保険者の固定資産税に応じて計算 
　3．均等割・・・1人あたりの金額
　4．平等割・・・1世帯あたりの金額“ 福井県特定不妊治療費助成制度のご案内 ”

　体外受精や顕微授精などの高度な不妊治療の費用を
助成します。
■助成限度額
　治療の内容と通算回数によって上限額が変わります。
■申請
　一つの治療ごとに、治療を終了した年度内に申請し
てください。（申請できる回数は、治療の内容と通算
回数によって変わります。）
　所得制限と年齢制限があります。
■問い合わせ・申請先
　住所地に関係なく、県の健康福祉センターで受け付けます。
　最寄りの健康福祉センター
　二州健康福祉センター　☎０７７０-２２-３７４７
　若狭健康福祉センター　☎０７７０-５２-１３００

“ 若狭町不妊治療費助成事業のご案内 ”

“ 介護保険料率の改正について ”
　令和元年６月から保険料軽減率の強化に伴い介護保
険料を下記のとおり改正します。

※対象者には６月中旬頃
　個別に通知いたします。

問い合わせ 二州健康福祉センター地域保健課
☎0770-22-3747  FAX 0770-24-1205
若狭健康福祉センター地域保健課
☎0770-52-1300  FAX 0770-52-1058

【ＬＥＤ管・ＬＥＤ電球のみの場合】
《三方地域》
　町指定の袋に入る場合は「金属製もえないゴミ袋」に
入れて収集へ、袋に入らない場合は「エコクル美方」へ直
接持ち込んでください。
《上中地域》
　町指定の袋に入る場合は「埋立てゴミ袋」に入れて収
集へ、袋に入らない場合は「クリーンセンターかみなか」
へ直接持ち込んでください。
【ＬＥＤ照明機器本体を捨てる場合】
《三方地域》
　町指定の袋に入る場合は「金属製もえないゴミ袋」に
入れて収集へ、袋に入らない場合は「エコクル美方」へ直
接持ち込んでください。
《上中地域》
　町指定の袋に入る場合は「燃やせないゴミ（金物・鉄く
ず用）袋」に入れて収集へ、袋に入らない場合は「クリーン
センターかみなか」へ直接持ち込んでください。
※ＬＥＤ管・ＬＥＤ電球は取り外し、＜ＬＥＤ管・ＬＥＤ電球＞の捨て方
に従って捨ててください。

蛍光管・蛍光球につきましては、今までどおり蛍光管とし
て捨ててください。
また、白熱球は蛍光管の収集には出さず、三方地域は
「陶器・ガラス性もえないゴミ袋」に入れて、上中地域は
「埋立てゴミ袋」に入れて収集に出してください。

＜改正前＞
所得段階年額保険料

第1段階33,240円

第2段階48,000円

第3段階55,440円

＜改正後＞
所得段階年額保険料

第1段階27,720円

第2段階46,200円

第3段階

対象者
・生活保護受給者
・老齢福祉年金受給者
・合計所得金額＋課税年金
　収入額８０万円以下
・合計所得金額＋課税年金
　収入額１２０万円以下
・合計所得金額＋課税年金
　収入額１２０万円超

対象者
・生活保護受給者
・老齢福祉年金受給者
・合計所得金額＋課税年金
　収入額８０万円以下
・合計所得金額＋課税年金
　収入額１２０万円以下
・合計所得金額＋課税年金
　収入額１２０万円超53,640円

問い合わせ 福祉課　☎0770-62-2703

問い合わせ 保健医療課　☎0770-62-2721

問い合わせ ◎国保税に関すること
　若狭町役場　税務住民課（三方庁舎）　国民健康保険税係　☎0770-45-9101（直）
◎国民健康保険の資格取得喪失などに関すること
　若狭町役場　税務住民課　上中サービス室（上中庁舎）　国民健康保険係　☎0770-62-2708（直）

平成30年度 平等割 最高限度額
医療分　　　　　 　（0歳から74歳） 24,000円 580,000円
後期高齢者支援金分（0歳から74歳） 6,000円 190,000円
介護給付金分　　　 （40歳から64歳） 4,000円 160,000円
合計 34,000円

均等割
25,000円
7,500円
8,200円
40,700円

資産割
30.0 ％
8.0 ％
4.2 ％
42.2％

所得割
5.5 ％
1.7 ％
1.6 ％
8.8％ 930,000円

令和元年度 平等割 最高限度額
医療分　　　　　 　（0歳から74歳） 25,000円 610,000円
後期高齢者支援金分（0歳から74歳） 7,000円 190,000円
介護給付金分　　　 （40歳から64歳） 5,000円 160,000円
合計 37,000円

均等割
26,000円
8,000円
9,000円
43,300円

資産割
20.0 ％
5.4 ％
2.8 ％
28.2％

所得割
5.75 ％
1.7 ％
1.6 ％
9.05％ 960,000円

変更後の増減 ＋3,000円＋2,600円-14.0%＋0.25% ＋30,000円

国民健康保険税（国保税）の税率が、令和元年度は次のとおり変更となります。

国民健康保険税 所得割＝ 資産割＋ 均等割＋ 平等割＋

※擬制世帯主の所得や資産は国民健康保険税の課税の対象となりません。
　（ただし、軽減判定をする際は擬制世帯主の所得も加算して判定をします。）

《国民健康保険税》
◎医療分（０～ 74歳）
◎介護分（40 ～ 64歳）
◎後期高齢者支援金等分（０～ 74歳）

　不妊治療のうち保険診療適用外の治療費のうち5割
に相当する額（上限30万円）を助成します。
対象となる治療期間：1回の治療の終了した日が2019
年1月1日～ 2019年12月31日
■対象となる医療機関
　①福井県特定不妊治療指定医療機関（県外の場合、
医療機関所在地の自治体において指定を受けてい
る医療機関）

　②人工授精については、県内の他医療機関での治療
も認める

その他、所得制限・年齢制限など助成を受けるための要
件があります。申請をお考えの方は、2019年12月27
日までに、一度ご連絡ください。
詳しい内容は、町のホームページからもご覧になれます。
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　（ただし、軽減判定をする際は擬制世帯主の所得も加算して判定をします。）

《国民健康保険税》
◎医療分（０～ 74歳）
◎介護分（40 ～ 64歳）
◎後期高齢者支援金等分（０～ 74歳）

　不妊治療のうち保険診療適用外の治療費のうち5割
に相当する額（上限30万円）を助成します。
対象となる治療期間：1回の治療の終了した日が2019
年1月1日～ 2019年12月31日
■対象となる医療機関
　①福井県特定不妊治療指定医療機関（県外の場合、
医療機関所在地の自治体において指定を受けてい
る医療機関）

　②人工授精については、県内の他医療機関での治療
も認める

その他、所得制限・年齢制限など助成を受けるための要
件があります。申請をお考えの方は、2019年12月27
日までに、一度ご連絡ください。
詳しい内容は、町のホームページからもご覧になれます。
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情報 BOX
I N F O R M A T I O N  B O X暮らしに役立つ情報をお届けします

“ ふくいの里山ビジネス塾
　　　　　　受講者募集のお知らせ ”　里山にあるきのこや山菜など『山の恵み』を活用し
た里山ビジネスを応援するため、生産・販売研修会『里
山ビジネス塾』を毎月開催します。
　高単価販売が期待できる大型・肉厚な原木しいたけ
「香福茸」や資機材不要で取り組みやすい「ササ」など、
里山ビジネスを学びます。

問い合わせ 県敦賀土木事務所河川砂防課
☎0770-22-4665

“ 後期高齢者医療制度に関するお知らせ ”
　令和元年度の保険料の見直しについて
均等割軽減割合の変更
■対象者：世帯の総所得金額等が33万円以下で、世帯

内の被保険者全員が年金収入のみで80万
円以下の方

■変更点：令和元年度は均等割が8割軽減となります
（平成30年度以前は、9割軽減）。

均等割軽減基準額の変更
■対象者：世帯の総所得金額等が33万円+基準額×世

帯に属する被保険者数以下の方
■変更点：〈均等割5割軽減対象者〉　　　　　　　　

基準額が27.5万円から28万円に変更とな
ります。　　　　　　　　　　　　　　　
〈均等割2割軽減対象者〉　　　　　　　　
基準額が50万円から51万円に変更となります。

問い合わせ 税務住民課上中サービス室　☎0770-62-2708

【ＬＥＤ管・ＬＥＤ電球のみの場合】
《三方地域》
　町指定の袋に入る場合は「金属製もえないゴミ袋」に
入れて収集へ、袋に入らない場合は「エコクル美方」へ直
接持ち込んでください。
《上中地域》
　町指定の袋に入る場合は「埋立てゴミ袋」に入れて収
集へ、袋に入らない場合は「クリーンセンターかみなか」
へ直接持ち込んでください。
【ＬＥＤ照明機器本体を捨てる場合】
《三方地域》
　町指定の袋に入る場合は「金属製もえないゴミ袋」に
入れて収集へ、袋に入らない場合は「エコクル美方」へ直
接持ち込んでください。
《上中地域》
　町指定の袋に入る場合は「燃やせないゴミ（金物・鉄く
ず用）袋」に入れて収集へ、袋に入らない場合は「クリーン
センターかみなか」へ直接持ち込んでください。
※ＬＥＤ管・ＬＥＤ電球は取り外し、＜ＬＥＤ管・ＬＥＤ電球＞の捨て方
に従って捨ててください。

蛍光管・蛍光球につきましては、今までどおり蛍光管とし
て捨ててください。
また、白熱球は蛍光管の収集には出さず、三方地域は
「陶器・ガラス性もえないゴミ袋」に入れて、上中地域は
「埋立てゴミ袋」に入れて収集に出してください。

　市町村振興宝くじサマージャンボの収益金は、市や町
の明るく住みよいまちづくりに使われます。県内の市町
にある宝くじ売り場で購入をお願いします。

●サマージャンボ
　　1等・前後賞合わせて7億円
　　　（1等5億円・前後賞各1億円）
●サマージャンボミニ
　　1等・前後賞合わせて5千万円
　　　（1等3千万円・前後賞各1千万円）
●発売期間（同時発売）
　　7月2日㈫から8月2日㈮まで

“ サマージャンボは県内の市町で購入を ”
市町村振興宝くじ

問い合わせ （公財）福井県市町振興協会  ☎0776-57-1633

問い合わせ
県農林水産部森づくり課 森林資源活用グループ
〒910-8580 福井市大手 3丁目 17番 1号
TEL 0776-20-0443  FAX 0776-20-0655
Mail  mori@pref.fukui.lg.jp
ふくい　特用林産物

今後のスケジュール（予定）
7月

8月

9月

10月

11月

ササ

きくらげ

原木まいたけ（収穫）

木炭

山の恵みの複合経営

12月

1月

2月

3月

ブランディング・有利販売

香福茸（収穫・管理）

花木

原木まいたけ（植菌）

“ フレイルサポーター大募集!! ”
フレイルってなんだろう？
　年をとって心身の活力（筋力、認知機能、社会とのつ
ながりなど）が低下した状態を「フレイル」と言います。
フレイルは「虚弱」を意味します。多くの人が健康な状
態からこのフレイルの段階を経て、要介護状態に陥ると
考えられています。

フレイルサポーターになって　楽しく社会参加をし
てみませんか？
　フレイルサポーターが中心になってフレイルチェックを
実施します。
　フレイルサポーターは養成講座を受けて地域の健康
づくりの担い手として活躍します。
　また、フレイル予防活動を通して社会参加をすること
で、自らの健康寿命を延ばすことにもつながります。

フレイルサポーター養成講座の内容
①フレイルの基礎知識についての講義（半日）
②フレイルチェックの実技講習（半日）

■募集期間：令和元年7月19日（金）まで

若狭町福祉課　地域包括支援センター
☎0770-62-2702

問い合わせ・申し込み

　早瀬川水系の河川整備計画を策定するにあたり下記
のとおり住民説明会を開催します。どなたでも参加でき
ます。併せて河川整備計画（原案）の縦覧を行います。
みなさまのご意見をお聞かせください。

①住民説明会について
■と　　き：令和元年７月１７日（水）午後７時
■と  こ  ろ：若狭町中央公民館（リブラ若狭）２階講堂
②縦覧について
■縦覧場所：県敦賀土木事務所河川砂防課、若狭町建
　　　　　　設水道課、美浜町土木建築課
※福井県河川課のホームページでも縦覧できます

■縦覧資料：早瀬川水系河川整備計画（原案）
■縦覧期間：７月１８日（木）午前９時～８月１日（木）午後５時
　　　　　　（土日は除く）

“  早瀬川水系河川整備計画の
　　　　住民説明会と縦覧について ”

福井県河川課

“ 「サマー求人企業説明会」開催のお知らせ ”

■日　　時：令和元年7月6日（土）午後1時30分～午後4時30分（受付：午後1時）
■場　　所：きらめきみなと館　イベントホール（敦賀市桜町1-1）
■参加対象：令和2年3月卒業予定の高校生とその保護者
■参加企業：若狭町・敦賀市・美浜町の企業82社（予定）

問い合わせ ハローワーク敦賀  ☎0770-22-4220

問い合わせ ハローワーク小浜  ☎0770-52-1260

【敦賀会場】

■日　　時 :令和元年7月13日（土）午後1時30分～午後4時（受付：午後1時）
■場　　所：ＪＡ若狭会館3階　大ホール（小浜市遠敷8-8-1）
■参加対象：①令和2年3月卒業予定の高校生とその保護者　②令和2年3月卒業予定の大学生等
　　　　　　予定者　③3年以内既卒者　④一般若年U・Iターン就職希望者
■参加企業：令和2年3月新規学校卒業者、一般若年U・Iターン就職希望者等を採用予定の求人事業所（40社）を予定

【小浜会場】

ハローワークでは、来春卒業される高校生の保護者や、大学生等を対象にした「サマー求人企業説明会」を開催します。
地元企業の各ブースで、人事担当者から企業の説明を受けたり、面談を受けたりすることができます。是非ご参加ください。

問い合わせ 建設水道課  ☎0770-45-9103

“ 木造住宅の耐震診断と改修工事をしませんか ”
町の補助事業を活用して、家屋の耐震化を考えてみませんか？
①耐震診断と補強プラン作成（セットでの申し込みになります）
福井県木造住宅耐震診断士が住宅の耐震性能を診断し、
性能が不十分な場合は、具体的な補強方法や費用などの
補強プランを作成します。
〔対象者〕
町内に昭和56年5月以前に着工した一戸建て木造住宅を
所有している方で、町の要綱で定める要件を満たす方
〔個人負担〕10,000円（１割負担）

②耐震改修工事
耐震改修工事にかかる費用の一部を補助します。
〔対象住宅〕
耐震診断の結果、耐震性能が不十分とされた住宅で、町
の要綱で定める要件を満たす住宅
〔補助金額〕耐震工事費×23％（上限補助額80万円）

問い合わせ 福祉課  ☎0770-62-2703

“ 第69回社会を明るくする運動 ”
　7月1日～31日は、社会を明るくする運動強調月間です。期間中は、町内各地でさまざまな取り組みが行われますので、
皆さまのご理解とご協力をお願いします。

☆行動目標
①犯罪や非行のない安全・安心な地域社会を築くための取組を進めよう
②犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支えよう

～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～
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情報 BOX
I N F O R M A T I O N  B O X暮らしに役立つ情報をお届けします

“ ふくいの里山ビジネス塾
　　　　　　受講者募集のお知らせ ”　里山にあるきのこや山菜など『山の恵み』を活用し
た里山ビジネスを応援するため、生産・販売研修会『里
山ビジネス塾』を毎月開催します。
　高単価販売が期待できる大型・肉厚な原木しいたけ
「香福茸」や資機材不要で取り組みやすい「ササ」など、
里山ビジネスを学びます。

問い合わせ 県敦賀土木事務所河川砂防課
☎0770-22-4665

“ 後期高齢者医療制度に関するお知らせ ”
　令和元年度の保険料の見直しについて
均等割軽減割合の変更
■対象者：世帯の総所得金額等が33万円以下で、世帯

内の被保険者全員が年金収入のみで80万
円以下の方

■変更点：令和元年度は均等割が8割軽減となります
（平成30年度以前は、9割軽減）。

均等割軽減基準額の変更
■対象者：世帯の総所得金額等が33万円+基準額×世

帯に属する被保険者数以下の方
■変更点：〈均等割5割軽減対象者〉　　　　　　　　

基準額が27.5万円から28万円に変更とな
ります。　　　　　　　　　　　　　　　
〈均等割2割軽減対象者〉　　　　　　　　
基準額が50万円から51万円に変更となります。

問い合わせ 税務住民課上中サービス室　☎0770-62-2708

【ＬＥＤ管・ＬＥＤ電球のみの場合】
《三方地域》
　町指定の袋に入る場合は「金属製もえないゴミ袋」に
入れて収集へ、袋に入らない場合は「エコクル美方」へ直
接持ち込んでください。
《上中地域》
　町指定の袋に入る場合は「埋立てゴミ袋」に入れて収
集へ、袋に入らない場合は「クリーンセンターかみなか」
へ直接持ち込んでください。
【ＬＥＤ照明機器本体を捨てる場合】
《三方地域》
　町指定の袋に入る場合は「金属製もえないゴミ袋」に
入れて収集へ、袋に入らない場合は「エコクル美方」へ直
接持ち込んでください。
《上中地域》
　町指定の袋に入る場合は「燃やせないゴミ（金物・鉄く
ず用）袋」に入れて収集へ、袋に入らない場合は「クリーン
センターかみなか」へ直接持ち込んでください。
※ＬＥＤ管・ＬＥＤ電球は取り外し、＜ＬＥＤ管・ＬＥＤ電球＞の捨て方
に従って捨ててください。

蛍光管・蛍光球につきましては、今までどおり蛍光管とし
て捨ててください。
また、白熱球は蛍光管の収集には出さず、三方地域は
「陶器・ガラス性もえないゴミ袋」に入れて、上中地域は
「埋立てゴミ袋」に入れて収集に出してください。

　市町村振興宝くじサマージャンボの収益金は、市や町
の明るく住みよいまちづくりに使われます。県内の市町
にある宝くじ売り場で購入をお願いします。

●サマージャンボ
　　1等・前後賞合わせて7億円
　　　（1等5億円・前後賞各1億円）
●サマージャンボミニ
　　1等・前後賞合わせて5千万円
　　　（1等3千万円・前後賞各1千万円）
●発売期間（同時発売）
　　7月2日㈫から8月2日㈮まで

“ サマージャンボは県内の市町で購入を ”
市町村振興宝くじ

問い合わせ （公財）福井県市町振興協会  ☎0776-57-1633

問い合わせ
県農林水産部森づくり課 森林資源活用グループ
〒910-8580 福井市大手 3丁目 17番 1号
TEL 0776-20-0443  FAX 0776-20-0655
Mail  mori@pref.fukui.lg.jp
ふくい　特用林産物

今後のスケジュール（予定）
7月

8月

9月

10月

11月

ササ

きくらげ

原木まいたけ（収穫）

木炭

山の恵みの複合経営

12月

1月

2月

3月

ブランディング・有利販売

香福茸（収穫・管理）

花木

原木まいたけ（植菌）

“ フレイルサポーター大募集!! ”
フレイルってなんだろう？
　年をとって心身の活力（筋力、認知機能、社会とのつ
ながりなど）が低下した状態を「フレイル」と言います。
フレイルは「虚弱」を意味します。多くの人が健康な状
態からこのフレイルの段階を経て、要介護状態に陥ると
考えられています。

フレイルサポーターになって　楽しく社会参加をし
てみませんか？
　フレイルサポーターが中心になってフレイルチェックを
実施します。
　フレイルサポーターは養成講座を受けて地域の健康
づくりの担い手として活躍します。
　また、フレイル予防活動を通して社会参加をすること
で、自らの健康寿命を延ばすことにもつながります。

フレイルサポーター養成講座の内容
①フレイルの基礎知識についての講義（半日）
②フレイルチェックの実技講習（半日）

■募集期間：令和元年7月19日（金）まで

若狭町福祉課　地域包括支援センター
☎0770-62-2702

問い合わせ・申し込み

　早瀬川水系の河川整備計画を策定するにあたり下記
のとおり住民説明会を開催します。どなたでも参加でき
ます。併せて河川整備計画（原案）の縦覧を行います。
みなさまのご意見をお聞かせください。

①住民説明会について
■と　　き：令和元年７月１７日（水）午後７時
■と  こ  ろ：若狭町中央公民館（リブラ若狭）２階講堂
②縦覧について
■縦覧場所：県敦賀土木事務所河川砂防課、若狭町建
　　　　　　設水道課、美浜町土木建築課
※福井県河川課のホームページでも縦覧できます

■縦覧資料：早瀬川水系河川整備計画（原案）
■縦覧期間：７月１８日（木）午前９時～８月１日（木）午後５時
　　　　　　（土日は除く）

“  早瀬川水系河川整備計画の
　　　　住民説明会と縦覧について ”

福井県河川課

“ 「サマー求人企業説明会」開催のお知らせ ”

■日　　時：令和元年7月6日（土）午後1時30分～午後4時30分（受付：午後1時）
■場　　所：きらめきみなと館　イベントホール（敦賀市桜町1-1）
■参加対象：令和2年3月卒業予定の高校生とその保護者
■参加企業：若狭町・敦賀市・美浜町の企業82社（予定）

問い合わせ ハローワーク敦賀  ☎0770-22-4220

問い合わせ ハローワーク小浜  ☎0770-52-1260

【敦賀会場】

■日　　時 :令和元年7月13日（土）午後1時30分～午後4時（受付：午後1時）
■場　　所：ＪＡ若狭会館3階　大ホール（小浜市遠敷8-8-1）
■参加対象：①令和2年3月卒業予定の高校生とその保護者　②令和2年3月卒業予定の大学生等
　　　　　　予定者　③3年以内既卒者　④一般若年U・Iターン就職希望者
■参加企業：令和2年3月新規学校卒業者、一般若年U・Iターン就職希望者等を採用予定の求人事業所（40社）を予定

【小浜会場】

ハローワークでは、来春卒業される高校生の保護者や、大学生等を対象にした「サマー求人企業説明会」を開催します。
地元企業の各ブースで、人事担当者から企業の説明を受けたり、面談を受けたりすることができます。是非ご参加ください。

問い合わせ 建設水道課  ☎0770-45-9103

“ 木造住宅の耐震診断と改修工事をしませんか ”
町の補助事業を活用して、家屋の耐震化を考えてみませんか？
①耐震診断と補強プラン作成（セットでの申し込みになります）
福井県木造住宅耐震診断士が住宅の耐震性能を診断し、
性能が不十分な場合は、具体的な補強方法や費用などの
補強プランを作成します。
〔対象者〕
町内に昭和56年5月以前に着工した一戸建て木造住宅を
所有している方で、町の要綱で定める要件を満たす方
〔個人負担〕10,000円（１割負担）

②耐震改修工事
耐震改修工事にかかる費用の一部を補助します。
〔対象住宅〕
耐震診断の結果、耐震性能が不十分とされた住宅で、町
の要綱で定める要件を満たす住宅
〔補助金額〕耐震工事費×23％（上限補助額80万円）

問い合わせ 福祉課  ☎0770-62-2703

“ 第69回社会を明るくする運動 ”
　7月1日～31日は、社会を明るくする運動強調月間です。期間中は、町内各地でさまざまな取り組みが行われますので、
皆さまのご理解とご協力をお願いします。

☆行動目標
①犯罪や非行のない安全・安心な地域社会を築くための取組を進めよう
②犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支えよう

～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～
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納付のお知らせ（7月）
納 期 限

★納期限までに納めましょう。
★集落集金の方は、区の集金日となります。
★口座振替の方は、残高の確認をお願いします。

7月31日（水）固定資産税
7月31日（水）
7月25日（木）7月の口座振替日
8月15日（木）7月の口座再振替日

第2期
国民健康保険税 第1期

期 別項 　 目

くらしのカレンダー 7月

ありがとう
ふ る さ と 納 税（ 5 月 ）※4/27～5/31

Thanks

絹村　安代 
大野　芳裕 
角　　芳幸 
趙　　岳人
野口　哲也

様
様
様
様
様

曽根　優子
髙木　　龍
匿名168名

様
様

合計2,203,000円

I N FORMAT ION

Population人のうごき （6月1日現在）

14,781人（前月 －18）（前年 －280）
［ 男 7,112人　女 7,669人 ］

人　口

4,992世帯（前月 －2）（前年 －8）世帯数

Baby赤ちゃん （5月届出）

（5月届出）
Weddingご結婚

水江　真也 

向島　誠貴 

千葉　智義 

橋本　充生 
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石田　幸陽
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井関　多恵
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さん

（市場）

（日笠）

（井ノ口）

（杉山）

（苧）

（関）

（鳥浜）

（伊良積）

（若王子）
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宝利　桃佳

石田　　雫
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（上瀬）

（若王子）

（能登野）

（向笠）

（山内）

お な ま え 性 別 保 護 者 集 落

今月の表紙
第28回 若狭・三方五湖
ツーデーマーチ
 みんなと一緒にワクワクのス
タートです。今年はどんな出会い
があるか、楽しみです。
いってらっしゃい!!

〈5月18日 中央　撮影：小堀峰夫〉

「広報わかさ」へ
ご意見・ご感想を
お聞かせください！
　「広報わかさ」を町民のみなさま一人ひとりに
育てていただくため、広くご意見・ご感想を募集
します。下記宛てに郵便・メール・Fax等でお寄せ
ください。

〒919-1393 若狭町中央1-1
若狭町役場 総務課広報係
TEL 0770-45-9109　FAX 0770-45-1115
E-mail : soumu@town.fukui-wakasa.lg.jp
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第28回 若狭・三方五湖
ツーデーマーチ
 みんなと一緒にワクワクのス
タートです。今年はどんな出会い
があるか、楽しみです。
いってらっしゃい!!

〈5月18日 中央　撮影：小堀峰夫〉

「広報わかさ」へ
ご意見・ご感想を
お聞かせください！
　「広報わかさ」を町民のみなさま一人ひとりに
育てていただくため、広くご意見・ご感想を募集
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■ 子育てのこと　■ 相談ごと　■ 健康のこと

※ストレス・心の相談は随時受付 （お問い合わせは 子ども・若者支援室 ☎0770ｰ62ｰ2704 まで）

1 月 健康体操教室 14：00〜15：00  歴史文化館

2 火 楽々健康体操教室 10：30〜11：30  三方保健センター

3 水 すくすく広場（七夕）【要予約】 10：00〜12：00  パレア若狭キッズルーム 楽々健康体操教室 11：00〜12：00  歴史文化館

4 木 おひさま広場 9：30〜11：30  明倫保育園

5  金 にこにこ交流会（手作り布おもちゃ） 9：30〜11：30  西田公民館
瓜生みにすく（骨盤体操） 10：00〜12：00  瓜生公民館

健康体操教室 9：20〜・10：35〜  三方保健センター
断酒グループ（AA） 19：00〜20：00  パレア若狭 和室

6 土
7 日

8 月

健康体操教室 14：00〜15：00  歴史文化館
特定健診・がん検診〈肺・結核・胃・大腸〉・肝炎検査
受付8：30〜11：00  パレア若狭
レディースがん検診〈大腸・乳・子宮頸〉
受付1：00〜1：30  パレア若狭

9 火 いきいき広場 9：00〜11：00  わかば、みそみ保育所
あそびにきてね 9：30〜11：30  梅の里保育園

楽々健康体操教室 10：30〜11：30  三方保健センター
こころの悩み相談室 13：30〜15：00  三方保健センター
心配ごと相談 9：00〜12：00  パレア若狭
法律相談 13：00〜16：00  パレア若狭
行政相談 9：00〜12：00  三宅公民館

10 水
赤ちゃん広場（ベビーマッサージ）【自由参加】
10：00〜12：00  パレア若狭キッズルーム
いきいき広場 9：00〜11：00  三宅、気山保育所

楽々健康体操教室 11：00〜12：00  歴史文化館
オレンジカフェ（認知症カフェ） 10：00〜12：00  歴史文化館
人権相談 9：00〜11：30  地域福祉センター 泉

11 木 いきいき広場 9：00〜11：00  とばっ子、ののはな、中央保育所

バランスボール教室 13：30〜14：30  歴史文化館
特定健診・がん検診〈肺・結核・胃・大腸〉・肝炎検査
受付8：30〜10：00  三方保健センター
レディースがん検診〈大腸・乳・子宮頸〉
受付1：00〜1：30  三方保健センター

12 金 にこにこ交流会（骨盤体操） 9：30〜11：30  西田公民館
3歳児健診 受付13：00〜13：30  パレア若狭

健康体操教室 9：20〜・10：35〜  三方保健センター
断酒グループ（AA） 19：00〜20：00  パレア若狭 和室

13 土 結婚相談 9：30〜12：00  パレア若狭

14 日
15 月
16 火 8・9か月児さんあつまれ! 10：30〜11：30  リブラ若狭ぴよぴよルーム バランスボール教室 10：00〜11：00  三方保健センター

行政相談 9：00〜12：00  地域福祉センター 泉

17 水
にこにこ広場（ママとクッキング） 9：30〜11：30  岬保育所
みそみミニすく 10：00〜12：00  三十三公民館
ママカフェ（野木ミニすく） 9：30〜11：30  野木公民館

楽々健康体操教室 11：00〜12：00  歴史文化館
塩分濃度測定会 10：00〜11：00  三十三公民館

18 木 おひさま広場 9：30〜11：30  明倫保育園
レディース健診・母の健診（女性限定）託児サービスあります 特定健診・がん
検診〈肺・結核・大腸・乳・子宮頸〉・肝炎検査・骨密度測定・歯周病健診
受付12：45〜13：30  三方保健センター
塩分濃度測定会 13：00〜14：00  三方保健センター

19 金 にこにこ交流会（助産師さんのお話と計測） 9：30〜11：30  西田公民館 健康体操教室 9：20〜・10：35〜  三方保健センター
断酒グループ（AA） 19：00〜20：00  パレア若狭 和室

20 土
21 日
22 月 健康体操教室 14：00〜15：00  歴史文化館

23 火
あそびにきてね 9：30〜11：30  岬保育所
いきいき広場 9：00〜11：00  わかば、みそみ保育所
10か月児育児教室 受付9：30〜9：40  三方保健センター
12か月児育児教室 受付9：30〜9：40  三方保健センター

こころの悩み相談室 13：30〜15：00  三方保健センター

24 水
すくすく広場（消防士さんのお話）【要予約】 
10：00〜12：00  三方保健センター
いきいき広場 9：00〜11：00  三宅、気山保育所

オレンジカフェ（認知症カフェ） 10：00〜12：00  歴史文化館

25 木 いきいき広場 9：00〜11：00  とばっ子、ののはな、中央保育所
7か月児育児教室 受付9：30〜9：40  パレア若狭 バランスボール教室 13：30〜14：30  歴史文化館

26 金 にこにこ交流会（子育て知恵袋） 9：30〜11：30  海浜自然センター 健康体操教室 9：20〜・10：35〜  三方保健センター
断酒グループ（AA） 19：00〜20：00  パレア若狭 和室

27 土
28 日
29 月 健康体操教室 14：00〜15：00  歴史文化館

30 火 楽々健康体操教室 10：30〜11：30  三方保健センター

31 水
楽々健康体操教室 11：00〜12：00  歴史文化館
特定健診・がん検診〈肺・結核・胃・大腸〉・肝炎検査
受付8：30〜10：00  みそみ公民館
レディースがん検診〈大腸・乳・子宮頸〉
受付1：00〜1：30  みそみ公民館
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お問合せは… 保健医療課　☎0770-62-2721

集 落 名：食見　
実 施 日：4月21日（日）午後
活動内容：ラジオ体操　
参 加 者：女性の会会員と子ども達15人

保健推進員による、集落での健康づくり活動、始まる！

集 落 名：岩屋　
実 施 日：5月10日（金）夜
活動内容：塩分濃度測定会　
参 加 者：実年会のみなさん18人
測 定 者：食生活改善推進員2人

各地区公民館や健診会場などでの塩分濃度測定実施日
は、P13の暮らしのカレンダーでもお知らせします。

塩 分 測 定 会 の お 知 ら せ

草取りの後に体操をしました。
ラジオ体操は誰でも知っている
ので取組やすかったです。

薄味にしているつもりだけど、
実際はわからないので、測っ
てみたかった！ うちのみそ汁も
薄味だったのでよかったです。
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この「わが村自慢」で集落の紹介をしませんか？　お問い合せは、総務課広報係まで　☎0770-45-9109

組合長理事　中塚文和さん（左側）

I N T E R V I EW

　下吉田区全員を組合員
とし、平成19年に設立し
ました。コウノトリ、コハ
クチョウなどの野鳥や、カエル、トンボなどの生き物いっぱいの
「冬水田んぼ農法」により、出来るだけ農薬や化学肥料に頼らない
「冬水幸福米(ふゆみずしあわせまい)」を現在30ヘクタール育てて
います。
　区民は自分で食べる「飯米」や親戚などに送る「縁故米」として
安価に手に入れることが出来ます。また高校生も含め作業すると
時給が支給され、区内でお金が回るしくみになっています。
　県内外のイベントに出店したり、ホームページでも販売してい
ます。ツーデーマーチではPRの一環として、10年前よりおにぎり
の振る舞いを始めました。
　5月18日は約15名の参加で、朝6時半より準備にかかり、15升
の米を炊いて梅干しおにぎり2個入りを200セット準備しました。
子ども達も参加して配りました。毎年参加される常連さんは良く
知っておられ、昨年の写真もいただいたりして交流しています。

組合長理事
中塚　文和さん

若狭・三方五湖ツーデーマーチで
全国のお客様をおもてなししました。

その他のおもてなし
長操鍋
（熊川児童館：熊川区）

くずまんじゅう
（天徳寺会館：瓜割名水管理組合）

豚汁
（気山公民館：気山茶屋実行委員会）

梅こぶ茶、梅干
（梅の里会館：かみなか農楽舎）

梅茶
（三方石観世音：きらやま地域づくり協議会）

ナシのパンケーキ、
さつまいもスティック

（三十三公民館：みそみSUNSUN会）
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